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   開     議 

 

 

○蒲生光男議長 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の会議に欠席の通告議員はございません。

よって、ただいまの出席議員は定足数に達して

おります。 

 なお、遠藤健司企画調整課長が欠席のため、

谷澤秀一企画調整課補佐が出席しておりますの

で、ご報告いたします。 

 本日の会議は、配付しております議事日程第

３号をもって進めます。 

 

 

 日程第１ 市政一般に関する質問 

 

 

○蒲生光男議長 日程第１、市政一般に関する質

問を昨日に引き続き行います。 

 それでは順次、ご指名いたします。 

 

 

 髙橋孝夫議員の質問 

 

 

○蒲生光男議長 順位６番、議席番号13番、髙橋

孝夫議員。 

  （13番髙橋孝夫議員登壇） 

○１３番 髙橋孝夫議員 おはようございます。 

 私は、市民生活の向上を願いながら一般質問

を行います。通告しております２点について質

問申し上げますので、明快な答弁をいただきま

すようにお願いをしておきたいと思います。 

 質問の第１は、長井市の保育事業の展開につ

いてです。 

 第１点目は、児童センターに延長保育を導入

することについて伺います。 

 ９月定例会に議案第67号 長井市児童センタ

ー設置条例の一部改正案が提案をされています。

来年４月から市内のすべての児童センターで、

朝は１時間、夕方は２時間延長保育を導入し、

その際の１時間当たりの使用料を月額500円と

するものです。子育て支援の推進を図るための

改正ということですが、認可保育園などとは違

い、児童センターでの延長保育は幾つか整理し

なければならない課題や問題があるのではない

かと私は感じています。同時に、私の理解では、

保育計画で指定管理者制度導入にあわせて２歳

児保育や延長保育を導入するものと考えていま

したので、指定管理者制度導入の有無にかかわ

らず長井市児童センターとして保育時間を統一

するという提案は唐突に感じます。具体的な質

問に入る前に、このたびの提案に至った経過な

どについて、子育て支援課長からお聞かせをい

ただきたいと思います。その上で、以下お伺い

をいたします。 

 １つは、児童センターごとに運行している園

児バスについてです。延長保育を実施する場合、

当然にして現在運行している園児バスを利用す

るのではなく、父母などによる送り迎えという

ことになります。延長保育の希望が多くなれば

なるほど、現状のままの園児バスを利用しない

園児がふえることになると考えられます。先月

に実施したアンケート調査によりますと、「延

長保育の利用者がふえバスの利用の負担がふえ

る可能性がありますが、その場合バスを利用し

ますか」という設問に対して、62％が「多少の

負担ならバスを利用するが、負担額が大きけれ

ばバスを利用しないで家族が送迎する」と答え

ています。こういった状況を踏まえ、どのよう

に対処しようと考えておられるのか、お聞かせ

をいただきたいと思います。 

 「春から３回ほど父母の会と話し合いを重ね 


